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　2009年11月20日、グローバル・コミュニティは国連総会による
「子どもの権利条約」の採択20周年を祝う。「子どもの権利条約」は、
18歳未満のすべての子どもたちのケア、処遇、および保護に関する
国際基準を定める唯一の条約である。これを記念して、条約の進展、
子どもの権利に関して達成された前進、残された課題、そしてすべての
子どもたちに対して条約の約束を実現するために取るべき行動を検証する
ため、ユニセフ（国連児童基金）は『世界子供白書』の特別版を発行する。
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まえがき
1989年11月20日に、世界の指導者たちは、国連総会で「子ど

もの権利条約」を採択するという歴史的決定を下した。20年
前の採択以来、「子どもの権利条約」は史上最も幅広く批准さ

れている人権条約となっている。このことは、子どもたちには生存
し発達する権利、暴力・虐待・搾取から保護される権利があること、
子どもの考え方が尊重されて、子どもたちの最善の利益を考慮に入
れた行動が取られる権利があると、各国およびコミュニティが共通
認識していることを示す証である。子どもの権利の実現は、そうし
た子どもたちの発達や幸福のための基礎であるだけでなく、ミレニ
アム宣言で描き出された世界を創り出すために極めて重要となる。
その世界とは、平和、公平、安全、環境の尊重、および共同責任の
世界、つまり子どもたちにふさわしい世界である。

　過去20年の間に多くのことが成し遂げられてきた。5歳未満児の
年間死亡数は、1990年の1,250万人から2008年には900万人未満
にまで減少している。1990年から2006年までの間に、世界全体で
16億人の人々が改善された水源を利用できるようになった。世界全
体では初等教育就学年齢にある子どもたちの推定84％が学校に通
い、開発途上諸国では初等教育就学面でのジェンダー格差が縮小さ
れつつある。HIV/エイズの蔓延に対する闘いが強化され、成果がも
たらされてきている。HIVウイルスの母子感染を防ぐために、抗レ
トロウイルス薬の投与を受けているHIV陽性の妊婦の数が着実に増
えてきており、また多くの新生児と乳児が検査を受け、HIV感染か
ら身を守るためのあらゆる投薬治療を受けている。

　データが出揃わないために測定が困難な場合が多いが、子どもの
保護および参加もまた大幅に前進している。過去20年の間に、約70
カ国が「子どもの権利条約」の条項に基づいて、子どもたちに関す
る法令を国内法に盛り込んでいる。1990年代半ば以降、世界規模の
広範な世帯調査を通じて、児童婚（若年婚）、女性性器切除/カッティ
ング、そして最近では家庭内暴力や子どものしつけに対する姿勢と
いった保護に関するいくつかの重要な問題について、定期的にデー
タ（推定値）が提供されるようになっている。保護的な環境といっ
たパラダイムにより、国による子どもの保護システムに確固たる基
盤がもたらされつつある。子どもの保護の問題に対する意識とアド
ボカシーは、著しく高まっている。武力紛争下の子どもたちと子ど
もに対する暴力という2つの重要な問題に対して、国連特別代表が
任命されていることが、意識の高まりと努力への断固たる意志を表
している。

　子どもたちの権利について検討すべき課題はまだまだ多い。何
百万人という子どもたちが、必須サービスを受けることができずに
おり、生存の保障、疾病や栄養不良の軽減、改善された水源や衛生
施設（トイレ）へのアクセス、質の高い教育が認められていない。
また、多くの子どもたちが、暴力、虐待、搾取、差別、および放置から
身を守るための保護的な環境を有していない。子どもたちに対する
暴力の問題はとりわけ深刻で、毎年5億～15億人の子どもたちが暴
力に苦しんでいると推定されている。これは破滅的な結果を招くも
のであり、被害を受けた大勢の子どもたちが、その後の人生におい
て長きにわたり身体的および精神的な健康被害に悩まされている。

　アフリカ大陸およびアジア大陸、中でも特にサハラ以南のアフリ
カと南アジアの両地域では、子どもの権利が絶対的に剥奪されてお
り、それらの地域は今後格別な注意が必要とされる。すべての国や
地域が、子どもたちの健康、教育、および保護へのアクセスと成果
の面で、経済集団・社会集団の中で表面化しつつある格差に取り組
まなければならない。

　国連条約として21年目を迎えるに際して、「子どもの権利条約」は、
これまでに成し遂げられた子どもの権利の確かな前進を統合すると
ともに、リスクに取り組み、現在および今後の機会をつかみ取ると
いう課題に直面している。最近の世界的な景気低迷により、多くの
人々が、より深刻な飢え、栄養不良、機会の欠如、および困窮の危
機にさらされている。子どもと若者はこうした貧困による不利益を
被るリスクが最も高いが、世界の全人口のほぼ45％が25歳未満の若
者や子どもたちなのである。

　気候変動と、それが健康、
水の安定的確保、および食料
生産に及ぼす影響への不安が
高まりつつあり、1990年以
降に起きた少なくとも18の
激しい武力紛争に、資源をめ
ぐる争いが関係している。今
後は世界中で資源をめぐる争
いがさらに激化すると思わ
れ、人口の増大により、所得
や必須サービスへのアクセス
の公平性が悪化する可能性が
ある。こうした課題を解決するためには、子どもと女性を主要なパー
トナーとして、賢明な投資と幅広い協働努力を通じて、子どもたち
のために一致団結することが必要となる。

　子どもの権利への投資は、責任であると同時に機会でもあること
がエビデンス（証拠）によって示されている。それが責任であるのは、
貧困、栄養不良、およびそのほかの欠乏は、子どもたちが正常に発
育する能力を阻害するからである。一方それが機会であるのは、子
どもたちに対するより適切な栄養補給、基礎保健ケア、教育、およ
び保護を通じて成し遂げられた前進が、そのほかのほぼすべての発
達領域よりもはるかに大きくかつ長続きする可能性が高いからであ
る。

　「子どもの権利条約」が規定する原則と権利を履行するには、幅広
い協働努力が不可欠である。近年、保健、教育、保護、および参加
における国際および国家レベルでの協働が拡大してきており、それ
によって、子どもの権利の実現と国際的に合意された開発目標に向
けたより迅速な前進が可能となっている。

　子どもたちは、参加することによって自ら成長・発達し、保護す
る力をつけることができる。2002年に開催された「国連子ども特別
総会」、G8サミットと並行して毎年開催される「J8サミット」、数々
の「子どもに優しい都市（まち）」プログラムといったイニシアティ
ブにより、意思決定フォーラムで子どもたちの意見を尊重し、参加
促進することの利点が示されつつある。

　女性の能力育成（エンパワーメント）を図り、ジェンダー差別を
撤廃することにより、女性の権利が完全に実現されるとともに、子
どもたちの生命の保障および生活の改善も促進されるという２つの
利益がもたらされる。女性が十分な教育を受けて、暴力、搾取、差
別の心配がない家庭、職場、および政治分野における意思決定に参
加できるようになると、子どもたちや家族に恩恵がもたらされるこ
とがエビデンス（証拠）で示されている。男子、女子、双方ともが、
十分な栄養摂取と質の高い保健ケアおよび教育を利用できる可能性
が高くなり、また女子は、結婚を遅らせて、発達と成長のより大き
な機会を享受できる可能性が高くなる。したがって、女子に教育の
機会を提供し、その保護および参加を確実なものにすることは、子
どもの権利の課題解決にとって極めて重要なことなのである。

　今後20年の課題は、これまでに成し遂げた前進を基礎にして、い
まだ生存、発達、保護、および参加の権利を保障されていない子ど
もたちにこれらの権利を提供すべく、協働して努力していくことで
ある。「子どもの権利条約」は、より良い世界、すなわち子どもたち
の最善の利益が何よりも優先される世界を創るための、世界共通の
基準なのである。

アン・M・ベネマン
ユニセフ事務局長
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